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長岡市立学校設置条例及び長岡市立学校使用条例の一部を改正する条例

(長岡市立学校設置条例の一部改正)

第1条長岡市立学校設置条例(昭和39年長岡市条例第i6号)の一部を次のよう

に改正する。

別表第1中

「〃宮本小学校〃宮本町1丁目甲67番地のi を

〃大積小学校〃大積町1丁目甲io2i番地 」

「1〃宮本小学校1〃躰町1丁目甲67番地のi」に
改める。

(長岡市立学校使用条例の一部改正)

第2条長岡市立学校使用条例(平成17年長岡市条例第67号)の一部を次のよう

に改正する。

別表の2運動場使用料(使用1回につき)の表長岡市立大積小学校の項を

削る。

附則

この条例は、令和7年4月1日から施行する。
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議案第87号

長岡市診療所設置条例の一部改正について

長岡市診療所設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和5年9月5日提出

長岡市長磯田達伸
3



長岡市診療所設置条例の一部を改正する条例

長岡市診療所設置条例(平成17年長岡市条例第64号)の一部を次のように改正

する。

第6条中「利用する者」の次に「(以下「利用者」という。)」を加える。

第10条を第14条とし、第9条の次に次の4条を加える。

(指定管理者による管理)

第10条市長は、診療所の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)

第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行

わせることができる。

2指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

第4条の診療所の業務

診療所の利用料金に関する業務

診療所の規律の確保に関する業務

診療所の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

前各号に掲げる業務のほか、診療所の管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第11条前条第1項の規定により指定管理者に診療所の管理を行わせる場合(以

下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における診療時間、休診日そ

の他診療所の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の

利用形態及び利用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定め

 る。

2市長は、前項の規定により指定管理者が診療時間等を定めたときは、速やか

にこれを告示するものとする。

(利用料金)

第12条指定管理者に管理を行わせる場合は、利用者は、第6条の規定にかかわ

らず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2前項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

3利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ

市長の承認を得て定める。

4指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除する

ことができる。
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5第7条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、同条第i

項中「市長が」とあるのは、「指定管理者が、市長が定める基準に従い」と、同

条第2項中「市長は、」とあるのは、「指定管理者は、市長が定める基準に従い」

とする。

(管理及び運営に関する事項)

第13条指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基

づく規則に定めるもののほか、診療所の管理及び運営に関し必要な事項は、指

定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次

の見出し及び2項を加える。

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

2指定管理者が診療所の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定

管理者が当該業務を開始する日前に、診療所に関し当該指定管理者以外のもの

に対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当

該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等と

みなす。

3前項の規定は、指定管理者の診療所の管理に関する業務の終了に伴い第io条

第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

附則

この条例は、令和6年10月!日から施行する。
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議案第88号

長岡市印鑑条例の一部改正について

長岡市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和5年9月5日提出

長岡市長磯田達伸
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長岡市印鑑条例の一部を改正する条例

長岡市印鑑条例(昭和50年長岡市条例第5号)の一部を次のように改正する。

第11条に次の2項を加える。

3第1項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者が長岡市情報通信技

術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年長岡市条例第35号)第3条第

1項の規定により電子情報処理組織を使用して印鑑登録証明書の交付を申請

する場合(市長が別に定める電子署名を行い、これを市長が別に定める電子証

明書と併せて市長に送信したときに限る。)は、印鑑登録証の添付を要しない

ものとする。

4市長は、前項の申請があった場合は、前項の規定により送信された事項を印

鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請を適正と認めたときに限り、当該申

請をした者にその住所宛ての郵送により印鑑登録証明書を交付する。

附則

この条例は、令和5年10月1日から施行する。
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議案第89号

長岡市営住宅条例の一部改正について

長岡市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和5年9月5日提出

長岡市長磯田達伸
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長岡市営住宅条例の一部を改正する条例

長岡市営住宅条例(平成9年長岡市条例第34号)の一部を次のように改正する。

別表第1中

「西蔵王団地木造平家建住宅1長岡市西蔵王iT目3番32号 を

〃1〃西蔵王iT目3番29号」

「1西蔵鋼地木造平家建住宅II長姉西蔵王iT目3番32号1」に
改める。

附則

この条例は、令和5年10月1日から施行する。
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議案第90号

長岡蕨辱防条例の一
鞭起ついて

瞭火織物の一
瓶賭条例を 隔る

棚物挺出。

長岡市長
磯鱒

達伸
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長岡市火災予防条例の一部を改正する条例

長岡市火災予防条例(昭和37年長岡市条例第10号)の一部を次のように改正す

 る。

第11条第1項第3号の2中「キュービクル式のものにあっては、」を削る。
きょう

第ll条の2第1項第4号中「雨水等」を「その筺体は、雨水等」に改める。

第13条第1項を次のように改める。

蓄電池設備(蓄電池容量が10キロワット時以下のもの及び蓄電池容量がioキ

ロワット時を超え20キロワット時以下のものであって蓄電池設備の出火防止措

置及び延焼防止措置に関する基準(令和5年消防庁告示第7号)第2に定める

ものを除く。以下同じ。)は、地震等により容易に転倒し、亀裂し、又は破損

しない構造とすること。この場合において、開放形鉛蓄電池を用いたものにあ

っては、その電槽は、耐酸性の床上又は台上に設けなければならない。

第13条第3項を次のように改める。

3第1項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備(柱上及び道路上に

設ける電気事業者用のもの、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関

する基準第3に定めるもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造

を有するキュービクル式のものを除く。)にあっては、建築物から3メートル

以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた

外壁で開[コ部のないものに而するときは、この限りでない。

第13条第4項中「第2項並びに本条第1項」を「第ii条の2第i項第4号」に

改める。

第17条(見出しを含む。)中「充てん」を「充填」に改める。

第49条中第10号を第12号とし、第9号の次に次の2号を加える。

(10)高圧又は特別高圧の変電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)

(11)急速充電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)

第49条に次の4号を加える。

(13)内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの(第i2条

第4項に定めるものを除く。)

(14)蓄電池設備(蓄電池容量が20キロワット時以下のものを除く。)

(15)設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備

(16)水素ガスを充填する気球

別表第3厨房設備の項を次のように改める。
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           厨気不開放式組込型こんろ・グリ14キロ100151515注1

           一房体燃ル付こんろ・グリドワット注1注1機器

           設燃以ル付こんろ、キャビ以下本体

           備料外ネット型こんろ・グ上方

           リル付こんろ・グリの側

           ドル付こんろ方又

           据置型レンジ21キロ100151515は後

           ワット注1注1方の

           以下離隔

           不開放式組込型こんろ・グリ14キロ800O距離

           燃ル付こんろ・グリドワットを示

           ル付こんろ、キャビ以下す。

           ネット型こんろ・グ

           リル付こんろ・グリ

           ドル付こんろ

           据置型レンジ21キロ800O

           ワット

           以下

           固不木炭を燃料炭火焼き器100505050

           体燃とするもの

           燃以

           料外

           不木炭を燃料炭火焼き器80300

           燃とするもの

           上記に分類されな使用温度が800度以25020030000

           いもの上のもの

           吏用温度が300度以!50100200100

           上800度未満のもの

           使用温度が300度未1005010050

           満のもの
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附則

(施行期日)

1この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2この条例の施行の際現に設置されている燃料電池発電設備、変電設備、内燃

機関を原動力とする発電設備及び改正後の長岡市火災予防条例(以下「新条例」

という。)第13条第1項に規定する蓄電池設備(附則第4項に掲げるものを除

く。)(以下この項において「燃料電池発電設備等」という。)又は現に設置

の工事中である燃料電池発電設備等のうち、新条例第ii条第1項第3号の2(新

条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第i2条第2項及び第3項並

びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定に適合し

ないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。

3この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第i3

条第1項に規定する蓄電池設備(次項に掲げるものを除く。)のうち、新条例

第13条第1項の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、な

お従前の例による。

4新条例第13条第1項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもの

のうち、この条例の施行の際現に設置されているもの及びこの条例の施行の日

から起算して2年を経過する日までの間に設置されたもので、同条の規定に適

合しないものについては、当該規定は、適用しない。
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議案第91号

市道路線の雛変更及び廃止について

櫛線を次のとおり認憲変更及び廃止する。

令和5年9月5膿出

長岡市長
磯田達伸

14



認

定

調 圭
目

     起点幅員(m)

     路線名終点重要な経過地延長(m)摘要
     愼ド町字腰巻1893番2地先6.0～12,0図1アーイ

     上川西409号線木眞ド町字木卯島3400番2士也先237.7

     塚野山字中村781番1地先7.5～19.5図2ア～イ
     越路820号線塚野山字上下沖328番2地先720.O
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変

更 調 室
目

      起点幅員(m)

      旧新別路線名終点重要な経過地延長(m)摘要
      関原町1丁目3524番地先1.O～18.5図3ア～イ

      旧西幹線51号線新陽1丁目25番地先2,670.i

      関原町1丁目3524番地先6.O～17.2図3ア～ウ(786.2m廃止)      新西幹線51号線青葉台五丁目甲128番2地先i,883.9

      高頭町字小人甲339番2地先2.O～13.5図3オ～カ
      旧関原134号線高頭町字小入甲396番地先487.4

      商頭町字寺ノ入甲164番4地先2.O～18.5図3エーカ(633.Om延長)      新関原134号線高頭町字小入甲396番地先i,120.4

      小国町千谷沢字平原1945番2地先5.9～13.O図4ア～イ

      旧小園604号線小園町千谷沢字鷺之島居平1819番地先176.3
      小国彫千谷沢字平原1945番2地先5.9～13.O図4ア～ウ

      新小国604号線小国町千谷沢字鷺之島居平1818番6地先176.3
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廃

止 調 室
目

     起点幅員(m)

     路線名終点重要な経過地延長(m〉摘要
     高頭町宝寺ノ入164番4地先6,0～17.0図3エ～ウ

     関原224号線青葉台五丁目甲128番2地先337.4
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議案第92号

契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結する・

令和5年9月5日提出

長岡市長磯田達伸

    工事名工事内容契約金額契約の相手方

    東川口保育園移転改築工事鉄筋コンクリート造り4階建て(1,939㎡)保育室4、遊戯室、ほふく室、乳児室、調理室、職員室、その他管理諸室625,130,000円長岡市南町2丁目4番4号大石組・吉原組・高足建設東川口保育園移転改築特定共同企業体
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議案第93号

契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結する。

令和5年9月5日提出

長岡市長 磯田達伸

    工事名工事内容契約金額契約の相手方

    道路新設

    延長769.7m長岡市表町1丁目

    道路新設工事幅員9.0～9.5m3番地4
    (市道三和308,321,783円しなの・晴耕舎・
    160号線ほか)掘削工(28,500㎡)氣輪5道建S第!

    路体盛土二r(22,524㎡)号道路新設特定共

    排水構造物工(三,940m)同企業体

    函渠工(22m)
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議案第94号

契約の締結について

次のとおり工事請負契約を変更する。

令和5年9月5日提出

長岡市長 磯田達伸

    工事名工事内容契約金額契約の相手方

    長岡市巻渕3丁目

    変更前3番12号

    道路改良工事道路改良304,051,000円小林・青柳・寺泊
    (市道越路函渠工(36m)

    191号線ほか)場所打杭工(36本)変更後産業4活建第!号
    341,695,200円道路改良特定共同

    企業体
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議案第95号

財産の取得について

次のとおり財産を取得する。

令和5年9月5日提出

長岡市長磯田達伸

1財産の表示

別紙のとおり

2取得の目的

長岡ニュータウン連絡道路整備事業用地(市道西幹線84号線)

3取得予定価格

48,412,084円
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別紙

     所在地地番区分種目数量

     長岡市宮本東方町字熊之宮13i3土地雑種地148.33㎡

     長岡市宮本東方町字山本甲738i〃田「)773.53rび

     〃甲738i2〃〃')44.50虹

     〃甲73gi〃〃つ427.79虹

     長岡市大積町1丁目字畑ケ田甲}64iiのうち〃〃91,657.24r圧

     〃甲i64i2〃〃918.16m一

     〃甲i67ii〃〃つ2,125.01rげ

     〃甲i67i2〃〃')101.17r圧

     〃甲i68i2のうち〃雑種地9.35㎡

     〃甲i68i3のうち〃〃1ナ633.09m一

     〃甲i7iiiのうち〃田')1,099.12nゴ

     〃甲i7ii2〃〃1ナ55.22rぼ

     〃甲i72iiのうち〃〃ワ1,035.25虹

     〃町2i3〃〃3!.!3㎡

     〃甲i73iiのうち〃〃"1,412.84r匪

     〃甲i73i3〃〃ワ42.49rび

     〃町4iiのうち〃〃')3,030.48nf

     〃甲}74i3〃〃30.41㎡

     〃甲i76i2のうち〃〃'♪338.!0nγ

     〃甲i78i2のうち〃〃807.86㎡

     〃甲i7gii〃〃ワ1,777.57rぼ

     〃甲i7gi2〃〃')1,44L51虹

     〃甲三80iiのうち〃〃ワ!47.!6m」
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     所在地地番区分種目数量

     長岡市大積町1丁目字畑ケ田甲i80i2のうち土地田1♪468.62m'

     〃甲i80i3のうち〃〃「)628.41rび

     〃甲i8iiiのうち〃〃')319.73虹

     〃甲i8ii2のうち〃〃つ73.24虹

     〃甲}82iiのうち〃〃9114.34rrド

     〃甲i85i2のうち〃〃9518.84m一

     〃甲i9iii〃雑種地つ48.19m一

     〃甲ig2ii〃〃')83.91r圧

     〃甲362i3のうち〃山林1ナ538.55m一

     合計32筆1ナ19,98L14r匪
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議案第96号

寺泊老人ホーム組合の解散について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第288条の規定により、令和6年3月3i日限

りで寺泊老人ホーム組合を解散することについて、同法第290条の規定に基づき、

議会の議決を求める。

令和5年9月5日提出

長岡市長 磯田達伸
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議案第97号

寺泊老人ホーム組合の解散に伴う財産処分について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第289条の規定により、寺泊老人ホーム組合

の解散に伴う財産処分を、次のとおり関係市町の協議のうえ定めることについて、

同法第290条の規定に基づき、議会の議決を求める。

令和5年9月5日提出

長岡市長 磯田達伸
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寺泊老人ホーム組合の解散に伴う財産処分に関する協議書

地方自治法(昭和22年法律第67号)第289条の規定により、寺泊老人ホーム組合

の解散に伴う財産処分を次のとおり定める。

寺泊老人ホーム組合の財産は、全て長岡市に帰属させる。

この協議の証として、本書2通を作成し、関係市町が押印のうえ、各自i通を

保有する。

令和年月日

長岡市長

出雲崎町長
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議案第98号

決算の認定について

令禾04年度長岡市一般会講及び特別会計決算を市議会の認付する。

令和5年9月5日提出

長岡市長磯田達伸
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議案第99号

剰余金の処分及び決算の認定について

令和4年度長岡市下水道事業会計決算に伴う剰余金を剰余金処分計算書のとお

り処分し、令和4年度下水道事業会計決算を市議会の認定に付する。

令和5年9月5日提出

長岡市長 磯田達伸
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議案第100号

剰余金の処分及び決算の認定について

令和4年度長岡市水道事業会計決算に伴う剰余金を剰余金処分計算書のとおり

処分し、令和4年度水道事業会計決算を市議会の認定に付する。

令和5年9月5日提出

長岡市長 磯田達伸
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議案第101号

剰余金の処分及び決算の認定について

令和4年度長岡市簡易水道事業会計決算に伴う剰余金を剰余金処分計算書のと

おり処分し、令和4年度簡易水道事業会計決算を市議会の認定に付する。

令和5年9月5日提出

長岡市長 磯田達伸
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報告第ll号

専決処分の報告について

次の事件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第i80条第i項の規定に基づき、

議会の委任により指定されている事項について別紙のとおり専決処分をしたので、

同条第2項の規定によりこれを報告する。

令和5年9月5日提出

長岡市長 磯田達伸

専決第7号和解及び損害賠償について
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専決第7号

専決処分書

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次のとおり専

決処分する。

令和5年7月14日

長岡市長 磯田達伸

和解及び損害賠償について

令和5年5月16日長岡市下山町地内で消防訓練中にフェニックス大橋上で発生

した乗用車の物損事故について、次のとおり和解をし、損害を賠償するものとす

 る。

1和解する相手方

長岡市喜多叮寧鐙潟486番地6 株式会社ナガオカサッシ工業

代表取締役西澤哲彦

2和解事項

(1)長岡市は、相手方に対し、修理費として金225,672円を支払うものとする。

(2)長岡市と相手方との間には、前号に記載されたもののほか、一切の債権

債務は存在しないものとする。
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報告第12号

長岡地域土地開発公社の経営状況について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、長岡

地域土地開発公社の経営状況説明書を別紙のとおり提出する。

令和5年9月5日提出

長岡市長 磯田達伸
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報告第13号

公立大学法人長岡造形大学の経営状況について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、公立

大学法人長岡造形大学の経営状況説明書を別紙のとおり提出する。

令和5年9月5日提出

長岡市長 磯田達伸
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報告第14号

公益財団法人長岡市米百俵財団の経営状況について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、公益

財団法人長岡市米百俵財団の経営状況説明書を別紙のとおり提出する。

令和5年9月5日提出

長岡市長 磯田達伸
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報告第15号

一般財団法人長岡産業交流会館の経営状況について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、一般

財団法人長岡産業交流会館の経営状況説明書を別紙のとおり提出する。

令和5年9月5日提出

長岡市長 磯田達伸
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報告第16号

公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンターの経営状況について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、公益

財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンターの経営状況説明書を別紙のとおり提

出する。

令和5年9月5日提出

長岡市長 磯田達伸
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報告第17号

公益財団法人長岡市国際交流協会の経営状況について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、公益

財団法人長岡市国際交流協会の経営状況説明書を別紙のとおり提出する。

令和5年9月5日提出

長岡市長 磯田達伸
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報告第18号

公益財団法人長岡市芸術文化振興財団の経営状況について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、公益

財団法人長岡市芸術文化振興財団の経営状況説明書を別紙のとおり提出する。

令和5年9月5日提出

長岡市長 磯田達伸
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報告第19号

公益財団法人長岡市スポーツ協会の経営状況について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、公益

財団法人長岡市スポーツ協会の経営状況説明書を別紙のとおり提出する。

令和5年9月5日提出

長岡市長 磯田達伸

40



報告第20号

株式会社山古志観光開発公社の経営状況について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、株式

会社山古志観光開発公社の経営状況説明書を別紙のとおり提出する。

令和5年9月5日提出

長岡市長 磯田達伸
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報告第21号

株式会社えちご川口農業振興公社の経営状況について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、株式

会社えちご川口農業振興公社の経営状況説明書を別紙のとおり提出する。

令和5年9月5日提出

長岡市長 磯田達伸
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報告第22号

一般財団法人長岡花火財団の経営状況について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、一般

財団法人長岡花火財団の経営状況説明書を別紙のとおり提出する。

令和5年9月5日提出

長岡市長 磯田達伸
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報告第23号

継続費精算報告について

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第145条第2項の規定に基づき、令

和4年度長岡市一般会計継続費精算報告書を別紙のとおり報告する。

令和5年9月5日提出

長岡市長 磯田達伸

44



令和4年度長岡市一般

         全体計圃

         事業名左の財源内訳
         款項年度年割額特定財源

         1玉レ県麦畠金地方債その飽般財源

         令和冗年度円217,400,000円41,923,000円147,900,000円円27,577,000

         m教育費2小学校費四郎丸小学校校舎等大規模改造事業令和2年度令和3年度728,〔)(〕0,(〕00509,600,00091,801,00098,756,000626,400,000307,600,0009,799,000103,244,000

         令和4年度計1,〔)(〕0,(〕001,456,000,000232,480,0007(〕0,0001,082,600,000300,000140,920,000
         令和2年度108,6(〕0,(〕0035,060,00071,9(〕0,0001,640,000

         10教育費2小学校費黒条小学校校舎等大規模改造事業令和3年度令和4年度328,700,0001,〔X〕0,(〕0085,751,000181,700,0007(〕0,0〔)061,249,0003〔)0,000
         計438,300,000120,811,000254,300,00063,189,000

         令和2年度169,7(〕0,(〕0049,722,0001!5,6(〕0,0004,378,000

         10教育費3中学校費罔両中学校校舎大規模改造事業令和3年度令和4年度計5!2,200,0001,〔X〕0,(〕00682,900,000100,255,000149,977,000308,400,0007(〕0,000424,700,000103,545,000300,000108,223,000
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会計継続費精算報告書

          実4.点耳貝比較

          左の財源内訳年割額と左の財源内訳

          支出済額特定財源支畠済額特定財源

          1玉レ県支出金地方債その他般財源の差1玉卜県支出金地方債その他般財源
          円円円円円円円円円円

          217,41,147,27,

          400,000923,000900,000577,000

          192,41,120,31,535,50,506,△21,

          786,000291,000200,000295,000214,(〕0051(〕,〔)(〕020〔),0〔)0496,〔)(〕0

          642,91,186,365,△133,一1,121,△261,

          620,000088,000400,000132,000020,000668,000200,000888,000

          449,81,265,103,△448,△81,△264,△103,

          834,000377,0(〕0000,000457,0(〕0834,(〕00377,〔)(〕030〔),0〔)0157,〔)(〕0

          1,285,213,571,499,170,18,511,△358,

          240,000756,000600,000884,000760,000724,000OOO,OOO964,000

          108,35,71,1,

          6(〕0,000(〕60,000900,(〕00640,000

          86,25,39,20,242,60,142,40,

          275,500699,000700,000876,500424,500052,000000,000372,500

          258,〔一㍑,131,50,△257,△77,△!30,△49,

          827,5〔)0151,0(〕04〔)0,000276,5(〕0827,50〔)151,〔)(〕070〔),0〔)0976,5(〕0

          345,102,171,71,93,17,83,△7,

          103,000850,000100,000153,000197,000961,000200,000964,000

          169,49,115,4,

          7(〕0,000722,000600,(〕00378,000

          140,40,31,67,371,59,276,35,

          283,000913,000800,000570,000917,000342,000600,000975,000

          435,86,201,147,△434,△86,△200,△147,

          645,100811,0(〕0100,000734,1(〕0645,10〔)811,〔)(〕040〔),0〔)0434,1(〕0

          575,127,232,215,106,22,!91,△107,

          928,100724,000900,000304,100971,900253,000800,00008!,100

46





報告第24号

継続費精算報告について

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第i8条の2第2項の規定に基

づき、令和4年度長岡市下水道事業会計継続費精算報告書を別紙のとおり報告す

 る。

令和5年9月5日提出

長岡市長 磯田達伸
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令和4年度長岡市下水道事業

         全体計画

         左の財源内訳

         款項事業名年度年割額特定財源損益勘定留保資金
         国・県支出金企業債その他

         資本的1支出建設1改良費寿町排水ポンプ場(土木)整備事業令和2年度令和3年度円243,0〔)0,〔)(〕0665,〔)00,00〔)円121,500,000332,500,00〔)円121,500,000332,500,0〔)0円円
         令和4年度

         計908,000,000454,(〕0〔),0〔)(〕454,0〔)(〕,〔)(〕0

         令和2年度294,000,000161,500,000132,500,000

         資本的1支出建設1改良費長岡中央浄化センター脱臭設備更新事業令和3年度令和4年度321,000,000176,〔)o〔),o〔)〔)145,0〔)〔),〔)〔)0
         計615,〔)〔)0,〔)00337,500,0〔)0277,5〔)0,〔X)0
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会計継続費精算報告書

          実績比較

          左の財源内訳左の財源内訳

          支払義務発生額特定財源年割額と支払義務発生額の差特定財源          岡・県支出金企業債その他損益勘定留保資金岡・県支出金企業債その他損益勘定留保資金

          円243,000,000211,400,000円121,500,000105,700,000円121,500,000105,700,000円円円453,600,0(〕0円226,8〔)0,(〕00円226,800,00〔)円円
          372,841,800186,420,000186,400,00021,800△372,841,800△186,420,000△186,400,000△21,800

          827,241,800413,620,000413,600,00021,80080,758,20040,380,00040,400,000△21,800

          294,000,000161,500,000132,500,000

          124,900,000189,298,80068,695,000100,151,00056,200,00089,!00,0005,00047,800196,100,000△189,298,800107,305,000△100,151,00088,800,000△89,!00,000△5,000△47,800
          608,198,800330,346,000277,800,00052,8006,8(〕1,2007,154,000△300,000△52,800
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報告第25号

継続費精算報告について

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第i8条の2第2項の規定に基

づき、令和4年度長岡市水道事業会計継続費精算報告書を別紙のとおり報告する。

令和5年9月5日提出

長岡市長 磯田達伸
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令和4年度長岡市水道事業

         全体計画

         左の財源内訳

         款項事業名年度年割額特定財源
         国・県支出金企業債その地損益勘定留保資金

         資本的1支出建設1改良費妙見浄水場PAC注入設備更新事業令和3年度令和4年度円149,0(〕0,(〕0〔)171,00(〕,0〔)0円円円円149,000,000171,000,000
         計320,000,(〕00320,000,000

         令和3年度70,000,00035,000,00035,000,000

         資本的1支出建設1改良費上塩ポンプ場設備更新事業令和4年度76,000,00031,000,00045,000,000

         計146,000,00066,000,00080,000,000
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会計継続費精算報告書

          実績比較

          左の財源内訳左の財源内訳

          支払義務発生額特定財源年割額と支払義務発生額の差特定財源          国・県支出金企業債その他損益勘定留保資金国・県支出金企業債その他損益勘定留保資金

          円2,211,000171,303,000円円円円2,211,000171,303,000円146,789,0〔)0△303,〔)00円円円円146,789,〔)(〕0△303,00〔)
          173,514,000173,514,000146,486,0〔)0146,486,〔)(〕0

          13,332,00013,332,00056,668,00035,000,00021,668,000

          79,420,00079,420,000△3,420,00031,000,000△34,420,000

          92,752,00092,752,00053,248,00066,000,000△12,752,000
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報告第26号

継続費精算報告について

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第i8条の2第2項の規定に基

づき、令和4年度長岡市簡易水道事業会計継続費精算報告書を別紙のとおり報告

する。

令和5年9月5日提出

長岡市長 磯田達伸
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令和4年度長岡市簡易水道事業

         全体計画

         左の財源内訳

         款項事業名年度年割額特定財源
         国・県支出金企業債その地損益勘定留保資金

         資本的1支出建設1改良費山古志地域簡易水道遠方監視設備更新事業令和3年度令和4年度円lO6,0(〕0,(〕0〔)63,00(〕,0〔)0円円106,000,00063,000,000円円
         計169,000,(〕00169,000,000
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会計継続費精算報告書

          実績比較

          左の財源内訳左の財源内訳

          支払義務発生額特定財源年割額と支払義務発生額の差特定財源          国・県支出金企業債その他損益勘定留保資金国・県支出金企業債その他損益勘定留保資金

          円42,680,00057,59L600円円42,680,00057,500,000円円91,600円63,320,0〔)05,408,400円円63,320,(〕005,50〔),0(〕0円円△91,60〔)
          100,271,600100,180,00091,60068,728,4〔)068,820,000△91,6(〕0

55



報告第27号

令和4年度教育に関する事務の管理及び執行の点検及び評価の報告につい

て

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第i62号)第26条第

1項の規定に基づき、令和4年度教育に関する事務の管理及び執行の点検及び評

価について別紙のとおり報告する。

令和5年9月5日提出

長岡市長 磯田達伸
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報告第28号

令和4年度公立大学法人長岡造形大学の業務の実績に関する評価の報告に

ついて

地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第78条の2第6項の規定に基づき、

令和4年度公立大学法人長岡造形大学の業務の実績に関する評価について別紙の

とおり報告する。

令和5年9月5日提出

長岡市長 磯田達伸
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